
目

次

告

示

○
青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関

す
る
条
例
第
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
知
事
が
最
低
限
度
額
と
し

て
定
め
る
額
及
び
最
高
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
の
一
部
改
正
qqqqqq（
人

事

課
）
…
一

○
青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関

す
る
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
金
額
の
一
部
改
正
（

同

）
…
二

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
二

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
二

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
下
北
地
域

県

民

局
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
四

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

平
成
四
年
四
月
二
十
七
日
青
森
県
告
示
第
三
百
八
号
（
青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員

の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
知
事
が
最
低
限
度
額
と
し
て
定

め
る
額
及
び
最
高
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

年

齢

階

層

最
低
限
度
額

最
高
限
度
額

二
十
歳
未
満

五
、
二
六
三
円

一
三
、
四
四
二
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
八
七
二
円

一
三
、
四
四
二
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

六
、
三
八
〇
円

一
四
、
八
四
二
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
七
一
二
円

一
七
、
六
一
九
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

七
、
〇
七
八
円

二
〇
、
六
四
九
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

七
、
二
六
八
円

二
一
、
九
七
一
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

七
、
四
三
三
円

二
二
、
八
八
六
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

七
、
二
九
〇
円

二
四
、
九
一
六
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

六
、
九
七
五
円

二
五
、
三
八
五
円

青
森
県
報
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第
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十
七
日

（
月
曜
日
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六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

五
、
八
六
〇
円

二
一
、
三
一
四
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

四
、
〇
六
〇
円

一
六
、
〇
七
五
円

七
十
歳
以
上

四
、
〇
六
〇
円

一
三
、
四
四
二
円

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
表
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
以
後
の
期
間
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年

金
又
は
遺
族
補
償
年
金
（
以
下
「
年
金
た
る
補
償
」
と
い
う
。
）
及
び
令
和
六
年
四
月
一
日
以
後

に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
月
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る

補
償
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

平
成
八
年
五
月
十
五
日
青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号
（
青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職

員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
の
知
事
が
定
め
る
金
額
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
十
七
万
二
千
五
百
五
十
円
」
を
「
十
七
万
七
千
九
百
五
十

円
」
に
、
「
七
万
七
千
八
百
九
十
円
」
を
「
八
万
千
二
百
九
十
円
」
に
改
め
、
表
随
時
介
護
を
要
す

る
状
態
の
項
中
「
八
万
六
千
二
百
八
十
円
」
を
「
八
万
八
千
九
百
八
十
円
」
に
、
「
三
万
八
千
九
百

円
」
を
「
四
万
六
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
表
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

一
般
社
団
法

人
プ
レ
イ

リ
ー

弘
前
市
大
字
笹
森

町
三
七
の
五
七

居
宅
介
護
訪
問
介
護
事

業
所
キ
ー
プ
平
川
市
本
町
南
柳

田
四
〇
の
八
ロ
ッ

ク
ひ
ら
か
二
〇
五

号
室

令
和六･
六･一〇

一
般
社
団
法

人
プ
レ
イ

リ
ー

弘
前
市
大
字
笹
森

町
三
七
の
五
七

行
動
援
護
訪
問
介
護
事

業
所
キ
ー
プ
平
川
市
本
町
南
柳

田
四
〇
の
八
ロ
ッ

ク
ひ
ら
か
二
〇
五

号
室

〃

一
般
社
団
法

人
プ
レ
イ

リ
ー

弘
前
市
大
字
笹
森

町
三
七
の
五
七

同
行
援
護
訪
問
介
護
事

業
所
キ
ー
プ
平
川
市
本
町
南
柳

田
四
〇
の
八
ロ
ッ

ク
ひ
ら
か
二
〇
五

号
室

〃

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
十
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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令
和
六
年
六
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
七
月
十
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
三
三
八
号

三
沢
市
五
川
目
三
丁
目
七
三
の
八
か
ら

三
沢
市
五
川
目
一
丁
目
九
六
の
一
ま
で

令
和
六･
六･一七

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
六
年
六
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

川
村
建
設
工
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

川
村
勇
治

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
西
二
十
一
番
町
五
八
の
一
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
特
―
二
）
第
一
三
二
九
号

五

取
消
年
月
日

令
和
六
年
五
月
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

国

道

三
三
八
号

三
沢
市
五
川
目
三
丁
目
七
三
の
八
か
ら

三
沢
市
五
川
目
一
丁
目
九
六
の
一
ま
で

前

八
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
・
四
八
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
三
・
五
五
メ
ー
ト
ル

後

八
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
・
四
八
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
三
・
五
五
メ
ー
ト
ル

八
・
五
七
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
三
・
九
一
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
六
・
七
〇
メ
ー
ト
ル



建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
六
年
六
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
柴
田
組

二

代
表
者
の
氏
名

柴
田
文
彦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
大
平
町
三
七
の
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
）
第
二
三
七
号

五

取
消
年
月
日

令
和
六
年
五
月
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
四
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
六
年
六
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

ハ
ロ
ー
ハ
ウ
ス

二

氏
名

坪
春
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
大
字
田
名
部
字
宮
ノ
後
三
五
五
の
二
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
）
第
一
三
九
一
九
号

五

取
消
年
月
日

令
和
六
年
五
月
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
三
月
十
三
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ

の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
六
年
六
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

三
協
工
業
有
限
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

髙
橋
直
人

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
大
字
田
名
部
字
赤
川
ノ
内
並
木
七
三
の
三
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
一
）
第
一
六
七
六
〇
号

五

取
消
年
月
日

令
和
六
年
五
月
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
及
び
熱
絶
縁
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
五
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
倉
石
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土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
六
年
五
月
二
十
七
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
七
日

三
八
地
域
県
民
局
長

松

尾

英

輔

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
姉

沼
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
六
月
十
七
日

上
北
地
域
県
民
局
長

千

葉

健

夫

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃〃〃〃監

事

〃理

事

〃〃〃〃

金
沢

幸
弘

駒
沢

俊
美

古
田

武
信

金
渕

健
一

舘

泰
博

山
本

新
也

沖
沢

忠
男

金
沢

幸
弘

駒
沢

俊
美

沼
田

智

古
田

武
信

金
渕

健
一

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
金
矢
六
七

三
沢
市
大
字
三
沢
字
猫
又
二
二
の
四
五
七

〃

春
日
台
二
丁
目
一
五
二
の
一
五
二

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
金
沢
一
五
八

の
六

〃

〃

〃

字
木
越
六
二

〃

〃

〃

字
金
沢
五
五

〃

〃

大
字
折
茂
字
沖
山
一
〇
六
の

七
二

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
金
矢
六
七

三
沢
市
大
字
三
沢
字
猫
又
二
二
の
四
五
七

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
岡
沼
一
三
〇

の
一

三
沢
市
春
日
台
二
丁
目
一
五
二
の
一
五
二

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
金
沢
一
五
八

の
六

令
和六･
四･
四就
任

〃〃〃〃〃〃六･
四･
三退
任

〃〃〃〃

監

事

〃

山
本

孝

尾
形

孝
尾

〃

〃

〃

〃

二
一
の

二三
沢
市
大
字
三
沢
字
猫
又
二
二
の
二
一
三

〃〃
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目
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